
仕 様 書 

 

１ 件 名 ナスバ マスコットキャラクター「ナスバちゃん」の着ぐるみの製作 

２ 規 格  

(1) 形状及び数量 別添のイラストをモチーフに製作するエアー着ぐるみ ２体 

(2) 大きさ 身長１７０㎝の人間が着用できる大きさで製作するものとし、詳細な規格

については、製作過程で監督職員との打合せを踏まえて決定するものとする。 

(3) 重量 １０㎏以下 

(4) 素材 以下の素材を基本として製作するものとする。ただし、製作過程で監督職員

と受注者との打合せによって素材の変更が必要と判断した場合には、以下の素材以外

で製作できるものとする。 

  ① 内側 セシーナ生地 

  ② 外側 ソフトボア、ポリエステル生地、フェルト生地等 

  ③ 視界部 ビニール及びメッシュ、塩ビ及びスモーク等 

(5) 付属品 

 ① 予備バッテリー：１個 

 ② スペア靴：１式 

 ③ 防水スペア靴：１式 

④ エアー着ぐるみの使用に必要となる付属品 １式 

⑤ 着ぐるみ収納用キャリーケース ２台 

 ・ 外寸 ７５×５０×２９ｃｍ以上 

 ・ 重量 ５ｋｇ以内 

 ・ 容量 ９０～１０５Ｌ以内 

 ・ 色  黒色 

 ・ 参考商品 ＴＡＮＯＲＩ社 PP296550 

３ 納期及び納品場所 令和６年８月３０日（金）までにナスバ本部（墨田区錦糸３－２－

１ アルカイースト１９階）に納品すること。 

４ その他  

(1) 本業務を実施するに当たり、監督職員と打ち合わせを行うこと。 

 (2) 本業務に関する疑義については、業務着手前に明確にしておくこと。また、着手後

に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。 

(3) 本業務において使用又は作成したデータなどの成果物の著作権、出版権、所有権は

すべて当機構に帰属するものとし、許可なく他に公表・貸与してはならない。 

(4) 貸与された資料があった場合は、資料や画像などの取扱い及び保管を慎重に行い、

納入期限までに全てを返却すること。 



(5) 本業務の遂行上に知り得た情報を、当機構の承認を得ずに他に漏らしてはならない。

(6) 納品後、毀損があった場合には、監督職員の指示により直ちに対応すること。 

(7) グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく基

本方針の判断基準を満たすこと。 

※ 紙質、インキ等について、令和４年２月２５日変更閣議決定「環境物品等の調達の  

推進に関する基本方針」の「古紙リサイクル適性ランクリスト」の Aランク資材であ

ることを知らせるためのマークを付けること。 

 

５ 監督職員 企画・広報部 チーフ  横山 浩輔 

 

 



マスコットキャラクターについて

１．コンセプト

２．キャラクターデザインおよびキャラクター名

〇基本仕様

⚫ 自動車被害者に癒しを、自動車社会の笑顔を守るために、一般の方がキャラクターを見て、癒される
または笑顔になれるキャラクターとして作成。

⚫ 広げている手で、「支える」、「守る」、「防ぐ」を表現。

【ナスバちゃん】
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